
→>前ページの続き 変換後のご契約の保険金等の限度額について

生前給付終身保険(生活保障型)20*1

次のO②いずれの限度額もこえなしヽこと

0変換後のご契約の死亡給付金の限度額

〔塞授星概定累象の死亡保険金額〕~〔姦授雷齋だ桑雰Z轟約返戻金相当額〕
②変換後のご契約の基本介護年金の限度額

{〔 塞簑星概£紫界の介護保険金額〕

~〔

雪岳ソ 生命 2023年 12月版

変換のご案内
変換請求時における

変換された部
ノ
刀
＼の解約返戻金相当額〕}■所定の係数辛2

変換とは、所定の要件を満たせば、健康状態にかかわらず、現在のご契約 (主契約・特約)の全部

または一部を所定の保険種類に変換できる制度です。変換が可能なご契約 (主契約・特約)に

つきましては中面「変換が可能なご契約」をご確認ください。

0ご契約が責任開始日から2年以上経過していること

(5年ごと利差配当付終身介護保障保険。終身介護保障保険(低解約返戻金型)に変換する場合〉

次のO②いずれの限度額もこえないこと

0変換後のご契約の死亡給付金の限度額

〔塞揆冨概£紫界の死亡保険金額〕~〔塞攪蓄蒼だ紫雰猛畠約返戻金相当額〕
変換をご琴u用いただける

主な要件について

右記以外にも所定の要件があります。

詳しく|よ担当者までご確認ください。

②変換日から保険期間満了日
*まで2年以上あること

*更新されるご契約の場合は、更新可能な最後の保険期間茄了日と読み替えます。

現在のご契約の保険期間が終身の場合、この要件は不要です。

0変換日における被保険者の年齢が80歳以下であること

*1払済イ呆険などへ変更した場合は、変換できません。 *2所定の係数…被保険者年齢が65歳未満の場合:18 被保険者年齢が65歳以上の場合:11

生前給付定期イ呆険 (生渚保障型)20

変換請求時における変換された部分

の解約返戻金相当額とは

変換前後のご契約で取扱通貨が異

なる場合

右の田から口までの条件を全て満たした場合、変換後の保険金等の

限度額は、前ページの計算において、変換請求田きにおける変換された

部分の解約返戻金相当額を差し引かない金額となります。

,有期払込終身保険
・養老保険

・5年ごと利差配当付養老保険

・生前給付保険 (終身型)20
・変額保険 (終身型)
・変額保険 (有期型)

(上記以外のご契約に変換する場合〉

〔塞簑軍堀定紫身の死亡保険金額〕~〔塞攪雷齋だ頻雰広最約返戻金相当額〕 I仕組図

主契約の全てを変換する場合

変換前のこ契約 変換後のこ契約

*変換前のこ契約は解約されたものとします。

変換後のこ契約の保険料をお払しヽ込みいただきます。

特約の全てを変換する場合

変換前のこ契約 変換後のこ契約

1主契率t―

*変換前のこ契約の特約は解約されたものとします。

変換前のご契約の保険料から特約の保険料を差し引いた保険料と、

変才集後のこ契約の保険料をお払い込みいただきます。

謹議覇 変換前  麓 変換後

主契約の一部を変換する場合

変換前のこ契約   変換 変換後のこ契約

卜

*変換された部分は解約されたものとします。

変換前のこ契約の保険料から変換された部分の保険料を差し引いた

保険料と、変換後のこ契約の保険料をお払い込みいただきます。

特約の一部を変換する場合

変換前のこ契約  変換 変換後のこ契約

解約返戻金額 (保険料の自動振替貸付または契約者貸付がある場合には、これらの元利金を差し引く前の

金額)の 10万円未満を切り捨てた金額のことをいいます。

変換後の限度額は、変換請嗽時における当社所定の為替レートで変換後のご契約の取扱通貨に換算した金額

となります。

Ⅲご契約日が2009年 11月 1日以前

日変換日の被保険者の年齢がフ5歳以下

日変換後のご契約が表中のいずイlか

鰈
渉

渉鰈
渉

例 :変換前のご契約が平準定期保険で、変換後のご契約が有期払込終身保険の場合、変換後の

保険金限度額は、変換日における変換された部分の死亡保険金額

変換前のこ契約         変換後のこ契約

変換

》

契約日 変換日 保険期間満了日

I変額保険について】この保険は国内外の株式。債券等で運用しており、株価や債券価格の下落、為替の影響により積立金額、解約返戻金額が払込

保険料の合計額を下まわることがあり、損失が生じるおそれがあります。また、この保険には諸費用がかかります。

1米ドル建保険について】この保険は為替レートの変動により、お受け取り1こなる円換算後の保険金額、解約返戻金額が、円でお払込みいただいた

保険料の合計額を下まわることがあり、損失が生じるおそれがあります。また、この保険には諸費用がかかります。

ソニー生命保険株式会社
本社 〒100‐ 3179東京都千代田区大手町卜9‐2大手田」フィナンシヤルシティグランキューブ
ホームページ www sonylFe cojp/

担当者の身分 権限などについてのお間い合わせ |よ下記のフリーダイヤルをこ利用ください。

《カスタマーセンター》0120‐ 158…821

個人情報の保護に関する法律の定めに基づき、契約内容に関するお間い合わせ|よ

保険契約者こ本人様からお願いしております。

オよお、お間しヽ合わせの際は、保険証券ナょど「証券番号」が分かるものを]司意くださしヽ。

i  l― | || 
―
柔典商 |:   |―

*変換前のこ契約の特約のうち、変換された部
ノ刀＼は解約

さイ1たものとします。

変換前のこ契約の保険料から変換された部分の保険料を差し引しヽた

保険料と、変換後のこ契約の保険料をお払い込みいただきます。

このパンフレットは、環境に配慮した

FSCe森林認証紙と植物油インキを

使用しています。
づ
FSC 裂鍬 晩

主契約の一部または特約を変換された場合には、ご契約は複数になります。

▲
必ず留意事項をご確認ください。また、保険料の払込免除事由に該当された場合は、変換はご琴u用になれません。

変換をご不u用の際の留意事項について

●変換後のご契約としてお選びいただけるのは、変換時に取り扱つている保険種類に限ります。2023年 12月 2日現在、取り扱つている保険種類につきま

しては、P2「変換が可能なご契約」をご確認ください。

●変換後のご契約の保険料は、変換時の保険料率、被保険者の年齢によつて計算します。

●変換後の保険金等の限度額は、変換前のご契約の契約日・変換時の被保険者の年齢・変換後のご契約の保険種類によつて異なります。詳細は、P3以降
「変換後のご契約の保険金等の限度額について」をご確認ください。

●変換時には、変換された部分は解約されたものとして取り扱います。その際、解約返戻金があるときは解約返戻金をお支払いします。

●保険金等のお支払いに関する規定の適用に際しては、変換前の保険期間と変換後の保険期間を継続した保険期間とみなします。

・変換後の保険契約には、がん給付の責任開始期までの待ち期間(90日 )はありません。

・自殺による免責期間 (3年以内)は、変換前のご契約の責任開始期
*から計算します。

*復活・復旧を行つてしヽる場合は、最後の復活・復旧の際の責任開始期

0変換後のご契約につきましては、それぞイ1の保険種類のノヾンフレットまたは「ご契約のしおり,約款」をご覧ください。

●ご契約の際には「重要事項説明書 (契約概要)」 、「重要事項説明書 (注意喚起1青報)」 、「ご契約のしおり
,約款」を必ず

ご覧ください。
●当社の担当者は、お客さまと当社のイ呆険契約締結の女果介を行う者で、保険契約イヽ市結の代理権はありません。したがい

まして、保険契約|よ、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。

●担当者がお客さまより現金・小切手をお預かりすることは一切ございません。

ご確認いただきたい事項

担 当 者   パンフレットのこ請求、商品内容のお間い合わせは下記担当者までご連絡ください。

〒弱卜tlt,名古屋市中区丸の内2+li東照ビルl階

株式会社エアケイ
TEL 052-232‐ 8484  FAX 052-232-8485

登録NoSLSP12 714
⑬締



次ページヘ続く|>
変換が可能なご契約 変換後のご契約の保険金等の限度額について

変換前のご契約

・平準定期イ呆険〔特約を含む〕

・平準定期保険 (喫煙リス

`フ

区分型)〔特約を含む〕
・低解約返戻金型平準定期保険 (障害介護型)孝 2

・長期平準定期保険 (障害保障型)つ
。米ドル建平準定期保険

*2

・生前給付保険 (定期型)
。生前給付保険 (定期型)98
,生前給付保険 (定期型)20
・生前給付定期保険特約

・逓増定期保険〔特約を含む〕

主契約

契約日

・無解約返戻金型平準定期保険〔特約を含む〕
・無解約返涙金型平準定期保険 (障害介護型)

変換日における変換さイ1た部分の死亡イ呆険金額

・家族収入イ呆険〔特約を含む〕
・家族収入保険(喫 x璽リス

`フ

区ノ刀＼型)〔特約を含む〕
・生活保障特則14付家族収入イ呆険〔特約を含む〕
・生渚保障保険〔特約を含む〕

変換後の保険金等
*1の
限度額は、

原則、以下のように算出します。

変換後の保険金等の限度額変換前のビ契約 変換後のビ契約

・平準定期保険

・平準定期保険 (喫煙リス
`フ

区分型)
・無解約返戻金型平準定期保険

・逓河定期イ呆険

・逓減定期イ呆険 (喫煙リスrフ区分型 )

・逓増定期保険

・逓増定期イ呆険 (低解約返戻金型)半 1

・家族収入イ呆険

・家族収入イ呆険 (喫煙リス

`フ

区
ノ
刀
＼
型 )

。生渚保障保険

・変額保険 (定期型)*1

・米ドル建平準定期保険半‖

・平準定期保険特約

・平準定期保険特約 (喫煙リスタ区
ノ
刀
＼型 )

・無解約返戻金型平準定期保険特約

・逓減定期保険特約

・逓減定期イ呆険特約 (喫煙リス

`フ

区分型 )
・逓増定期イ呆険特約

・家族収入特約

・家族収入特約 (喫煙リスタ区
ノ
刀
＼
型 )

・生渚保障特約

[

〔

[

変換日における

変換された部分の死亡保険金額

変換前のご契約

l― t

葬

変換日 保険期間満了日

〕一〔

変換請求時における

変換された部分の解約返戻金相当額

変換後のど契約

1解約返戻金相当額を差し引きます。

変換

〕

・有期払込終身保険

・米ドル建終身保険

・養老保険

・5年ごと利差配当付養老イ呆険
・特殊養老保険
。米ドル建養老イ呆険
。米ドル建特殊養老保険

・変額/呆険 (終身型)

'変額イ呆険 (有期型)
・変額イ呆険 (定期型)*2

・平準定期保険

・平準定期保険 (喫煙リス

`フ

区分型)ネ 3

変換さイ1た部分の基準年金月額に

所定の倍率を乗じた金額

変換日における

変換された部分の死亡保険金額の8害」

〕
一
[塞壌雷柵 :畠約返戻金本目当額 〕

主契約

変換請求時における

変換さイ1た部
ノ
刀
＼の解約返戻金相当額

・逓減定期保険〔特約を含む〕

・逓減定期保険 (喫煙リス

`フ

区
ノ
刀
＼型)〔特約を含む〕

・生前給付逓減定期保険 (生沼イ呆障型)
・生前給付逓減定期保険 (生沼イ呆障型)20

・逓増定期保険 (低解約返戻金型)*2

変額保険 (定期型)*?

・生前矯付終身保険 (生沼保障型)・ 2

。生前給付定期保険 (生活保障型)

変換請求日きにおける変換された部分

の解約返戻金相当額とは

変換前後のご契約で取扱通貨が異

なる場合

次のO②のうち、しヽずれか低い方の金額
0契約締結日における基準イ呆険金額半3

(すでに一部を変換してしヽる場合は変換済みの保険金額を差し引きます。)②
〔塞授冨猛定紫量の死亡保険金額〕~〔塞簑雷脇家鳳轟約返戻金本目当額〕

〕

・低解約返戻金型平準定期保険 (障害介護型)*1
・生港イ呆障特則 14付家族収入保険
・生活保障特則 14付家族収入特絢

上記日 にカロえ、
・低解約返戻金型平準定期イ呆険(障害介護型)
。無解約返戻金型平準定期イ呆険 (障害介護型)

無解約返戻金型平準定期保険 (障害介護型)
上記囚 にカロえ、
・低解約返戻金型平準定期イ呆険 (障害介護型)

長期平準定期保険 (障害保障型)半 1
■ 上記区胸E加え、
■    ・長期平準定期保険 (障害保障型)*4

t姦裁雷査だ累雰広晨険金額半4〕 ~[塞竣雷齋だ紫家払贔約返戻金相当額〕
次のO②いずれの限度額もこえないこと
0変換後のご契約の死亡給付金の限度額

〔姦授≡概定紫量の死亡保険金額〕~1姦授雷齋だ紫家払轟約返戻金相当額〕
②変換後のご契約の基本介護年金の限度額

{〔 塞裟星猛定紫界の介護保険金額〕

~〔

・生前給付保険 (定期型)
。生前給付保険 (定期型)98
,生前給付保険 (定期型)20
。生前給付定期イ呆険特約

上記日 に力Bえ、

生前給付保険 (終身型)20
生前給付保険 (定期型)20

・生前給付終身保険 (生沼保障型)*1
・生前給付終身保険 (生活保障型)20コ

5年ごと利差配当付終身介護イ呆障/呆険

終身介護保障保険 (低解約返戻金型)

変換請求時における

変換された部分の解約返戻金相当額〕}■ 5

生前結付定期イ呆険 (生沼保障型)

生前給付定期イ呆険 (生活イ呆障型)20

上記日・日・□ に加え、
・低解約返戻金型平準定期保険 (障害介護型)
。無解約返震金型平準定期イ呆険 (障害介護型)
,生前給付終身保険 (生沼イ呆障型)20
。生前給付定期イ呆険 (生沼イ呆障型)20
。米ドル建生前給付終身保険 (生活保障型)20

D

(5年ごと利差配当付終身介護イ呆障保険・終身介護保障保険(低解約返戻金型)に変換する場合〉
次のO②しヽずれの限度額もこえないこと
0変換後のご契約の死亡給付金の限度額

〔姦授星堀定紫身の死亡保険金額〕~〔塞攪雷拙雰猛轟約返戻金相当額〕

・生前給付逓減定期保険 (生沼イ呆障型 )
。生前給付逓減定期保険 (生活イ呆障型)20

上記日・日・□のご契約

*1払済l呆険などへ変更した場合は、変換できません。
*2変換前・変換後のご契約が法人契約の場合のみ変換できます。
*3変換前のご契約が次に該当する場合のみ変換できます。また、平準定期保険 (喫煙リスク区分型)に変換できるご契約は平準定期保険には変換できま
せん。

G喫煙リスrフ区分型の主契約 ,特約
0非喫煙者割引特則付の無解約返戻金型平準定期保険・無解約返戻金型平準定期保険特約
G非喫煙者割引特則付の長期平準定期保険 (障害保障型)
0優良体りF喫煙者割引特則 (,F喫煙者優良体保険料率または非喫煙者標準体保険料率)付の家族収入保険・家族収入特約
◇優良体りF喫煙者割引特則 (非喫煙者優良体保険料率または非喫煙者標準体保険料率)付の逓減定期保険・逓減定期保険特約
*4変換前のご契約に非喫煙者害」引特則が付力□さイモてしヽる場合|よ、変換後も非喫煙者割引特則が付加されます。

②変換後のご契約の基本介護年金の限度額

{〔 塞竣
g概
宅紫界の介護保険金額〕

~〔
姦竣雷蒼だ累雰豚轟約返戻金相当額〕}・

10

(上記以夕|のご契約に変換する場合〉

〔塞授昌娠宅累量の死亡保険金額〕~[塞竣雷蒼だ頻家ス轟約返戻金相≧額〕
*1変換後のご契約が変額保険 (終身型。有期型,定期型)、特殊養老保険、米ドル建特殊養老保険の場合は、基本保険金額。
変換後のご契約が5年ごと利差配当付終身介護保障保険、終身介護保障保険(低解約返戻金型)の場合は、基本介護年金額および死亡給付金額。
*2払済保険などへ変更した場合は、変換できません。
*3契約時に定めた保険金額のことをいいます。
*4基本保険金額+変動保険金額。ただし、変動保険金がマイナスの場合には、基本保険金額。

解約返戻金額 (保険料の自動振替貸付または契約者貸付がある場合には、これらの元利金を差し引く前の金

額)の 10万円未満 (米ドル建平準定期l呆険の場合は1,000米ドル未満)を切り捨てた金額のことをしヽいます。

変換後の限度額は、変換請求時における当社所定の為替レートで変換後のご契約の取扱通貨に換算した金額

となります。
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